
大和市告示第４２号 

大和市男女共同参画懇話会設置要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

令和２年３月１９日 

大和市長 大 木  哲 

 

大和市男女共同参画懇話会設置要綱の一部を改正する要綱 

大和市男女共同参画懇話会設置要綱（平成２４年大和市告示第１１０号）の一部を次のように

改正する。 

第２条中第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加える。 

(4) プランに基づく啓発事業の企画及び実施に関すること。 

第７条の見出しを「（委任）」に改める。 

附 則 

この要綱は、公表の日から施行する。 


